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議案第48号 

 

北上市特定教育・保育施設等の運営の基準条例の一部を改正する条例 

 

北上市特定教育・保育施設等の運営の基準条例（平成26年北上市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

目次 

第１章・第２章 ［略］ 

第３章 特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準

（第53条―第60条） 

第４章 雑則（第61条） 

附則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号。以下「法」という。）第34条第２項及び第46条第２項

の規定に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

並びに法第58条の４第２項の内閣府令で定める特定子ども・

子育て支援施設等（法第30条の11第１項に規定する特定子ど

も・子育て支援施設等をいう。）の運営に関する基準を定め

るものとする。 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 ［略］ 

２ 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申出があった場

合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定

目次 

第１章・第２章 ［略］ 

 

 

第３章 雑則（第53条・第54条） 

附則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号。以下「法」という。）第34条第２項及び第46条第２項

の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定めるものとする。 

 

 

 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 ［略］ 
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めるところにより、当該利用申込者の承諾を得て、当該文書

に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの

（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供

することができる。この場合において、当該特定教育・保育

施設は、当該文書を交付したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げ

るもの 

ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申

込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線

を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法 

イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電

気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当該利用

申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を

受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっ

ては、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ず

る方法により一定の事項を確実に記録しておくことができ

る物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項

を記録したものを交付する方法 
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３ 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出

力することによる文書を作成することができるものでなけれ

ばならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保

育施設の使用に係る電子計算機と、利用申込者の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を

いう。 

５ 特定教育・保育施設は、第２項の規定により第１項に規定

する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該

利用申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類

及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なけれ

ばならない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が

使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該

利用申込者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による

提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者に

対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によっ

てしてはならない。ただし、当該利用申込者が再び前項の規

定による承諾をした場合は、この限りでない。 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第38条 ［略］ 

２ 第５条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第38条 ［略］ 
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文書の交付について準用する。 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第42条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者

を除く。以下この項から第５項までにおいて同じ。）は、特

定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・

保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携

協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所（以下「連携施

設」という。）を適切に確保しなければならない。 

(1)・(2) ［略］ 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供

を受けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事

業を利用する満３歳未満保育認定子どもにあっては、第37

条第２項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。

以下この号において同じ。）を、当該特定地域型保育の提

供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該

連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 

 

２・３ ［略］ 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げ

る事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めると

きは、同号の規定を適用しないこととすることができる。 

 

 

 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第42条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者

を除く。以下この項から第５項までにおいて同じ。）は、特

定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・

保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携

協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所（以下「連携施

設」という。）を適切に確保しなければならない。 

(1)・(2) ［略］ 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供

を受けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事

業を利用する満３歳未満保育認定子どもにあっては、第37

条第２項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。

以下この号及び第４項第１号において同じ。）を、当該特

定地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育

認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づ

き、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育

を提供すること。 

２・３ ［略］ 

４ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の

規定を適用しないこととすることができる。 

 

(1) 市長が、児童福祉法第24条第３項（同法附則第73条第１

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定
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５～９ ［略］ 

 （特定利用地域型保育の基準） 

第52条 ［略］ 

第３章 特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する 

基準 

 （教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録） 

第53条 特定子ども・子育て支援提供者（法第30条の11第３項

に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ

。）は、特定子ども・子育て支援（同条第１項に規定する特

定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。）を提供した際は

、提供した日及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の具

体的な内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

 （利用料及び特定費用の額の受領） 

第54条 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育

による調整を行うに当たって、特定地域型保育事業者によ

る特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認定

子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事

業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満

３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者

の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供される

よう必要な措置を講じているとき 

(2) 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項

に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき（

前号に該当する場合を除く。） 

５～９ ［略］ 

 （特定利用地域型保育の基準） 

第52条 ［略］ 
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て支援を提供したときは、施設等利用給付認定保護者（法第

30条の５第３項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう

。以下同じ。）から、その者との間に締結した契約により定

められた特定子ども・子育て支援の提供の対価（子ども・子

育て支援法施行規則第28条の16に規定する費用（以下「特定

費用」という。）に係るものを除く。以下「利用料」という

。）の額の支払を受けるものとする。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、前項の規定により支払

を受ける額のほか、特定費用の額の支払を施設等利用給付認

定保護者から受けることができる。この場合において、特定

子ども・子育て支援提供者は、あらかじめ、当該支払を求め

る金銭の使途及び額並びに理由について書面により明らかに

するとともに、施設等利用給付認定保護者に対して説明を行

い、同意を得なければならない。 

 （領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書の交付） 

第55条 特定子ども・子育て支援提供者は、前条の規定による

費用の支払を受ける際、当該支払をした施設等利用給付認定

保護者に対し、領収証を交付しなければならない。この場合

において、当該領収証は、利用料の額と特定費用の額とを区

分して記載しなければならない。ただし、前条第２項に規定

する費用の支払のみを受ける場合は、この限りでない。 

２ 前項の場合において、特定子ども・子育て支援提供者は、

当該支払をした施設等利用給付認定保護者に対し、当該支払

に係る特定子ども・子育て支援を提供した日及び時間帯、当
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該特定子ども・子育て支援の内容、費用の額その他施設等利

用費の支給に必要な事項を記載した特定子ども・子育て支援

提供証明書を交付しなければならない。 

 （法定代理受領の場合の読替え） 

第56条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の第11第３

項の規定により市から特定子ども・子育て支援に係る施設等

利用費の支払を受ける場合における前２条の規定の適用につ

いては、第54条第１項中「額」とあるのは「額から法第30条

の11第３項の規定により市から支払を受けた施設等利用費の

額を控除して得た額」と、前条第１項中「利用料の額」とあ

るのは「利用料の額から法第30条の11第３項の規定により市

から支払を受けた施設等利用費の額を控除して得た額」と、

前条第２項中「前項の場合において、」とあるのは「法第30

条の11第３項の規定により市から特定子ども・子育て支援に

係る施設等利用費の支払を受ける」と、「当該支払をした」

とあるのは「市及び当該」と、「交付し」とあるのは「交付

し、及び当該施設等利用給付認定保護者に対し、当該施設等

利用給付認定保護者に係る施設等利用費の額を通知し」とす

る。 

 （施設等利用給付認定保護者に関する市への通知） 

第57条 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育

て支援を受けている施設等利用給付認定子ども（法第30条の

８第１項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下

同じ。）に係る施設等利用給付認定保護者が偽りその他不正
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な行為によって施設等利用費の支給を受け、又は受けようと

したときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しな

ければならない。 

 （施設等利用給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第58条 特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認

定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定子ども・子育て

支援の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的

取扱いをしてはならない。 

 （秘密保持等） 

第59条 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の

職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

施設等利用給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしては

ならない。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、職員であった者が、正

当な理由がなく、その業務上知り得た施設等利用給付認定子

ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措

置を講じなければならない。 

３ 特定子ども・子育て支援提供者は、小学校、他の特定子ど

も・子育て支援提供者その他の機関に対して、施設等利用給

付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文

書により当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給

付認定保護者の同意を得ておかなければならない。 

 （記録の整備） 

第60条 特定子ども・子育て支援提供者は、職員、設備及び会
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計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、第53条の規定による特

定子ども・子育て支援の提供の記録及び第57条の規定による

市への通知に係る記録を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

   第４章 雑則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第３章 雑則 

（電磁的記録等） 

第53条 特定教育・保育施設等は、記録、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、この条例の規定において書面等（

書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文

字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ

。）により行うことが規定されているものについては、当該

書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式

、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）

により行うことができる。 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の

交付又は提出については、当該書面等が電磁的記録により作

成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて

、第４項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者

の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下この条に

おいて「記載事項」という。）を電子情報処理組織（特定教
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育・保育施設等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付

認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

って次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」と

いう。）により提供することができる。この場合において、

当該特定教育・保育施設等は、当該書面等を交付又は提出し

たものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げ

るもの 

ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育

・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続

する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を

通じて教育・保育給付認定保護者の閲覧に供し、教育・

保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられ

た当該教育・保育給付認定保護者のファイルに当該記載

事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨

の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特

定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ず
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る方法により一定の事項を確実に記録しておくことができ

る物をもって調製するファイルに記載事項を記録したもの

を交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者がフ

ァイルへの記録を出力することによる文書を作成することが

できるものでなければならない。 

４ 特定教育・保育施設等は、第２項の規定により記載事項を

提供しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供

する教育・保育給付認定保護者に対し、その用いる次に掲げ

る電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法に

よる承諾を得なければならない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等

が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当

該教育・保育給付認定保護者から文書又は電磁的方法により

、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは

、当該教育・保育給付認定保護者に対し、第２項に規定する

記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただ

し、当該教育・保育給付認定保護者が再び前項の規定による

承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面

等による同意の取得について準用する。この場合において、

第２項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に
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（補則） 

第61条 ［略］ 

記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。

）」とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」とある

のは「第６項において準用する第４項」と、「提供する」と

あるのは「得る」と、「書面等を交付又は提出した」とある

のは「書面等による同意を得た」と、「記載事項」とあるの

は「同意に関する事項」と、「提供を受ける」とあるのは「

同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、

「交付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」

とあるのは「第６項において準用する前項各号」と、第４項

中「第２項の」とあるのは「第６項において準用する第２項

の」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よ

う」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得よう

とする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６

項において準用する第２項各号」と、前項中「前項」とある

のは「次項において準用する前項」と、「提供を受けない」

とあるのは「同意を行わない」と、「第２項に規定する記載

事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等によ

る同意の取得」と読み替えるものとする。 

（補則） 

第54条 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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令和３年12月２日提出 

北上市長 髙 橋 敏 彦       

 

提案理由 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、特定教

育・保育施設等が行う保育の提供の記録等について書面等に代えて電磁的記録により行うことができるようにするほか、所要の

改正をしようとするものである。 


